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一
、
儒
教
の
国
教
化
を
め
ぐ
っ
て

漢
代
思
想

（
儒
教
国
教
化
と

『
塩
鉄
論
』

前
漢
武
帝
期
は
、
儒
教
国
教
化
と
い
う
一
大
事
件
を
も
っ
て
、
中
国
哲

学
史
上
に
特
筆
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
紀
元
前
―
―
―
―
六
年
、
菫
仲
舒
の
建

策
に
よ
っ
て
五
経
博
士
が
設
置
さ
れ
、
儒
教
は
国
教
と
し
て
不
動
の
地
位

を
築
い
た
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
儒
教
国
教
化
に
つ
い
て
の
こ
の
定
説
に
対
し
て
は
、
近
年
、

種
々
の
異
説
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
儒

教
国
教
化
の
時
期
を
王
非
期
か
ら
後
漠
の
初
め
と
す
る
西
嶋
定
生
・
板
野

長
八
の
新
説
で
あ
る
。
西
嶋
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座
世
界

歴
史
』
四
、
一
九
七

0
年
）
は
、
秦
漠
の
皇
帝
観
の
追
究
を
通
じ
て
こ
の

問
題
に
迫
り
、
儒
教
国
教
化
を
、
緯
書
の
導
入
に
よ
っ
て
儒
家
的
皇
帝
観

が
形
成
さ
れ
る
王
非
期
と
し
た
。
ま
た
、
板
野
「
儒
教
の
成
立
」
（
『
岩

波
講
座
世
界
歴
史
』
四
、
一
九
七

0
年
）
は
、
儒
教
の
成
立
を
、
図
識
信

奉
に
よ
っ
て
孔
子
教
が
成
立
す
る
後
漠
の
初
め
と
し
た
。

は
た
し
て
儒
教
国
教
化
の
時
期
は
、
前
漢
武
帝
期
な
の
か
、
そ
れ
と
も

王
非
期
あ
る
い
は
後
漠
の
初
め
な
の
か
。
こ
う
し
た
新
旧
両
説
の
対
立
に

つ
い
て
、
冨
谷
至
「
『
儒
教
の
国
教
化
』
と
『
儒
学
の
官
学
化
』
」

（
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
ー
四
、
一
九
七
九
年
）
は
、
右
の
論
争
過
程
に

お
け
る
「
儒
教
」
概
念
の
曖
昧
さ
に
注
目
し
、
経
学
と
し
て
の
儒
学
と
、

人
民
教
化
を
め
ざ
す
教
理
と
し
て
の
儒
教
と
の
両
者
を
区
別
し
て
考
え
る

べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

冨
谷
論
文
の
指
摘
す
る
通
り
、
武
帝
期
の
「
儒
」
の
内
容
に
つ
い
て
は

再
考
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
金
谷
治
「
秦
漠
儒
生
の
活

動
」
（
『
秦
漠
思
想
史
研
究
』
一
九
六

0
年
）
は
、
儒
家
的
立
場
に
道
家

的
思
想
を
導
入
し
た
陸
買
と
、
儒
家
的
立
場
に
法
家
的
思
想
を
導
入
し
た

婁
敬
と
い
う
漠
初
の
二
人
に
注
目
し
、
こ
の
両
者
の
思
想
が
漠
一
代
の
方

向
に
影
密
を
与
え
た
と
す
る
。
ま
た
、
町
田
三
郎
「
漢
初
の
思
想
界
に
つ

ヽ

湯

浅

邦

弘

研
究
史
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紀
元
前
八
一
年
、
塩
•
鉄
・
酒
の
統
制
専
売
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
桑
公

羊
ら
政
府
側
代
表
と
賢
良
•
文
学
な
ど
知
識
人
た
ち
と
の
間
で
激
し
い
議

論
が
戦
わ
さ
れ
た
。
こ
の
塩
鉄
会
議
の
模
様
は
、
宣
帝
期
の
桓
寛
が
著
し

た
『
塩
鉄
論
』
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

桑
公
羊
ら
政
府
側
と
賢
良
文
学
側
と
の
対
立
は
、
塩
鉄
等
の
専
売
を
頂

点
に
、
匈
奴
問
題
な
ど
を
初
め
と
す
る
武
帝
期
の
政
策
一
般
、
更
に
は
そ

二、

い
て
」
「
儒
教
の
国
教
化
に
つ
い
て
」
（
『
秦
漠
思
想
の
研
究
『
一
九
八

五
年
）
は
、
武
帝
期
の
政
治
を
王
覇
雑
揉
と
捉
え
、
宜
帝
期
の
「
穀
梁
」

の
思
想
に
よ
り
武
帝
期
以
来
の
こ
の
路
線
が
完
整
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
帝
期
の
「
儒
」
を
論
じ
る
場
合
、
そ
れ
が
先
秦
の

「
儒
」
に
比
べ
、
や
や
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
町
田
論
文
の
指
摘
す
る
よ
う
な
王
覇
（
儒
法
）

雑
揉
の
様
相
は
、
武
帝
期
の
「
儒
」
及
び
儒
教
国
教
化
の
実
態
を
探
る
場

合
に
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
武
帝
期
に
お
け
る
こ
の
儒
法

の
二
重
構
造
が
、
理
念
と
現
実
と
の
分
離
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
時
、
右
の

西
嶋
•
板
野
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
従
来
の
定
説
に
対
す
る
疑
問
も
、

容
易
に
生
じ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
武
帝
期
の
政
治
の
二
重
構
造
の
矛
盾
が
俄
に
露
呈
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
次
の
昭
帝
期
に
開
催
さ
れ
た
塩
鉄
会
議

で
あ
る
。

「
塩
鉄
論
」
の
思
想
史
的
研
究

の
根
底
に
横
た
わ
る
思
想
的
立
場
に
ま
で
及
ぶ
。
西
田
太
一
郎
「
儒
家
法

家
と
武
帝
の
統
制
政
策
」
（
『
東
洋
の
文
化
と
社
会
』
三
、
一
九
五
一
＝
年
）
、

日
原
利
国
「
塩
鉄
論
の
思
想
的
研
究
」
（
同
、
四
、
一
九
五
四
年
）
は
、

こ
の
思
想
的
対
立
の
様
相
に
注
目
し
、
両
者
の
対
立
が
法
家
的
な
思
想
と

儒
家
的
な
思
想
と
の
対
立
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
う
ち
、
賢
良
文
学
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
漠
代
儒
家
の
動
向
を
知

る
手
掛
り
と
し
て
注
目
さ
れ
、
町
田
三
郎
「
塩
鉄
論
に
つ
い
て
ー
そ
の
二
」

（
『
文
化
』
二
九
ー
ニ
、
一
九
六
五
年
）
は
、
文
学
は
、
農
村
社
会
近
く

に
生
き
な
が
ら
結
局
は
農
民
と
は
別
の
指
導
者
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
こ

れ
が
元
帝
以
後
の
儒
家
優
位
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
前
掲
日
原

論
文
は
、
賢
良
文
学
の
主
張
が
基
本
的
に
春
秋
公
羊
学
の
立
場
に
一
致
す

る
と
説
き
、
両
者
の
対
立
は
、
法
治
主
義
と
春
秋
公
羊
理
論
と
の
対
立
で

あ
っ
た
と
す
る
。

更
に
、
両
者
の
政
治
的
背
景
を
追
究
し
た
西
嶋
定
生
「
武
帝
の
死
ー

『
塩
鉄
論
』
会
議
の
政
治
的
背
景
」
（
『
古
代
史
講
座
』
十
一
、
一
九
六

五
年
）
は
、
塩
鉄
論
争
を
、
内
朝
の
権
力
者
霜
光
と
外
朝
の
権
力
者
桑
公

羊
と
の
、
政
権
の
帰
趨
を
か
け
た
争
い
で
あ
っ
た
と
し
、
山
田
勝
美
『
塩

鉄
論
』
（
一
九
六
七
年
）
も
ほ
ぽ
同
様
な
見
解
に
立
つ
。
こ
の
後
、
わ
が

国
で
は
佐
藤
武
敏
『
塩
鉄
論
』
（
一
九
七

0
年
）
が
全
文
の
訳
注
を
発
表

し
た
。他

方
、
中
国
で
は
、
経
済
思
想
研
究
の
資
料
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
一

方
、
「
儒
家
」
対
「
法
家
」
の
思
想
的
対
立
と
い
う
図
式
化
も
早
く
か
ら

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
九
七

0
年
代
前
半
の
い
わ
ゆ
る
儒
法
闘
争
史
観
に

(36) 
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よ
っ
て
、
儒
家
と
法
家
の
一
代
決
戦
の
書
と
さ
れ
る
な
ど
、
『
塩
鉄
論
』

は
更
に
注
目
を
浴
び
、
以
後
も
、
ほ
ぽ
こ
の
図
式
に
沿
っ
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
最
近
発
表
さ
れ
た
呉
慧
『
桑
公
羊
研
究
』
（
一
九
八
一
年
）
は
、

賢
良
文
学
に
比
べ
て
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
桑
公
羊
の
側
に
光
を
当

て
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
桑
公
羊
の
思
想
を
「
法
家
」
と
す
る

な
ど
、
そ
の
思
想
的
立
場
の
捉
え
方
は
従
来
の
諸
説
と
大
差
が
な
い
。
ま

た
、
徐
漠
昌
『
塩
鉄
論
研
究
』
（
一
九
八
二
年
）
は
、
塩
鉄
論
に
つ
い
て

の
専
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
、
政
府
官
員
と
賢
良
文
学
と
の

対
立
を
、
基
本
的
に
は
「
刑
治
」
と
「
徳
治
」
、
「
用
武
」
と
「
徳
化
」

と
の
対
立
で
あ
っ
た
と
す
る
点
な
ど
、
従
来
の
見
解
と
ほ
ぽ
同
様
で
あ
る
。

三
、
問
題
の
所
在
と
今
後
の
展
望

さ
て
、
こ
う
し
た
研
究
の
後
を
受
け
、
我
々
に
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が

残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
儒
教
国
教
化
の
時
期
に
つ
い
て
の
新

説
は
、
武
帝
期
の
具
体
的
な
政
策
、
即
ち
酷
史
の
活
動
に
代
表
さ
れ
る
厳

刑
重
罰
主
義
、
塩
鉄
酒
の
国
家
的
な
統
制
専
売
制
度
、
匈
奴
遠
征
に
見
ら

れ
る
武
断
的
な
強
硬
外
交
、
が
武
帝
の
採
用
し
た
儒
家
の
理
念
と
合
致
し

な
い
点
に
着
目
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
国
教
化
と
い
う

理
念
が
武
帝
期
に
は
未
だ
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
訳
で
あ
る
。
ま

た
、
町
田
「
塩
鉄
論
に
つ
い
て
」
も
、
武
帝
期
か
ら
宜
帝
期
の
政
治
を
、

表
面
的
に
は
礼
教
主
義
、
実
質
的
に
は
法
家
政
治
と
い
う
体
制
上
の
二
重

構
造
と
し
て
捉
え
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
二
重
構
造
と
い
う
見
方
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
儒
法
の
矛
盾
対
立
し
た
二
重
構
造
な
の
か
、
あ
る

部
分
で
理
論
的
に
整
合
化
が
な
さ
れ
た
二
重
構
造
な
の
か
、
あ
る
い
は
思

想
と
思
想
の
次
元
で
の
対
立
な
の
か
、
思
想
と
政
治
技
術
と
の
対
立
な
の

か
、
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も

そ
の
場
合
の
「
儒
」
「
法
」
と
い
う
概
念
は
、
先
秦
に
お
け
る
「
儒
」
「
法
」

と
各
々
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
全
く
同
／
な
の
か
、
ま

た
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
部
分
か
。
こ
う
し
た
点
が
や
や
曖

昧
な
ま
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
同
様
な
こ
と
は
『
塩
鉄
論
』
研
究
に
つ
い
て
も
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
『
塩
鉄
論
』
に
お
け
る
儒
家
的
な
思
想
と
法
家
的
な
思
想
と

の
対
立
と
い
う
図
式
は
確
か
に
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の

「
儒
家
的
」
「
法
家
的
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
厳
密
で
は
な
い
。
特

に
、
桑
公
羊
側
を
「
法
家
的
」
と
す
る
の
は
、
も
は
や
定
説
と
な
っ
て
い

る
が
、
先
秦
の
法
家
思
想
を
代
表
す
る
『
商
君
書
』
『
韓
非
子
』
と
の
異

同
な
ど
は
、
今
一
度
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
桑
公

羊
の
思
想
的
立
場
を
法
家
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
た
と
え
西
嶋
論
文
の
指

摘
す
る
通
り
、
桑
公
羊
が
外
朝
の
政
治
的
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法

家
思
想
を
否
定
し
儒
家
思
想
を
肯
定
し
た
漠
代
に
お
い
て
、
政
府
側
代
表

者
が
法
家
思
想
を
主
張
し
得
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く

る
か
ら
で
あ
る
。

『
塩
鉄
論
』
の
全
体
的
構
成
を
法
家
思
想
と
儒
家
思
想
と
の
対
立
と
捉

え
て
よ
い
か
。
あ
る
い
は
そ
の
場
合
の
「
儒
」
「
法
」
の
概
念
は
先
秦
の

(37) 
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「
儒
」
「
法
」
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て

前
掲
西
田
論
文
は
、
武
帝
の
外
国
討
征
と
法
治
主
義
を
理
論
化
し
た
の
が

商
軟
等
の
法
家
思
想
で
あ
る
の
に
対
し
、
塩
鉄
専
売
な
ど
の
統
制
経
済
を

合
理
化
し
た
の
は
、
管
子
の
軽
重
思
想
で
あ
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
、
商

映
•
韓
非
の
重
農
抑
商
主
義
で
は
、
塩
鉄
専
売
に
見
ら
れ
る
武
帝
期
の
政

策
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
西
田
論
文
の
取
り
上
げ
た
管
子
に
つ
い

て
は
、
今
後
さ
ら
に
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
徐
漠
昌
の
前
掲
書
は
、
『
塩
鉄
論
』
に
お
け
る
思
想
的
対
立
を
、

基
本
的
に
は
法
家
（
刑
治
）
と
儒
家
（
徳
治
）
と
の
対
立
と
し
て
説
明
し

な
が
ら
も
、
漠
代
の
「
儒
」
の
範
囲
は
甚
だ
広
く
、
孔
孟
所
説
の
「
儒
」

と
直
ち
に
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
、
政
府
官
員
は
孔
孟
・
儒
学
を
攻
撃
し

な
が
ら
、
一
方
で
は
孔
子
の
言
や
儒
家
の
説
を
引
用
し
た
り
す
る
こ
と
な

ど
を
指
摘
し
、
単
純
な
儒
法
思
想
の
争
い
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
と
結

ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
を
充
分
に
生
か
す
為
に
は
、
武
帝
期
の
政
治
と
『
塩
鉄

論
』
と
に
い
ず
れ
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
儒
法
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
先
秦
時
代
に
ま
で
遡
る
必
要
が

あ
る
。
法
家
思
想
は
、
そ
れ
が
秦
に
導
入
さ
れ
て
大
き
な
成
果
を
収
め
た

戦
国
中
期
以
来
、
他
の
諸
思
想
、
特
に
儒
家
思
想
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え

る
。
儒
法
（
王
覇
）
の
対
立
あ
る
い
は
統
合
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
先
秦
以

来
の
重
要
課
題
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
儒
教
国
教
化
と
『
塩
鉄
論
』

も
、
こ
う
し
た
儒
法
両
思
想
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
置
い
て
再
考
す
れ
ば
、

ま
た
違
っ
た
姿
を
見
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(38) 


